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適 格 分 割 等 を 行 っ た 場 合 の 貸 倒 実 績 率 の 

特 別 な 計 算 方 法 の 承 認 申 請 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この申請書は、法人が、分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資

法人とする適格分割等（適格分割又は適格現物出資をいいます。）が行われた場合において、法

人税法施行令(以下「法令」といいます。)第 97 条第１項の規定により当該適格分割等の日の属

する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後２年以内に終了する各事業年度にお

ける貸倒実績率を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な

計算方法により計算することについて承認の申請をする場合に、必要事項を記載して提出してく

ださい。 

 ２ この申請書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に 1 通（調査課所管法人にあっては２通）提出して

ください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載します。 

  (1) ｢適格分割等に係る分割法人等又は分割承継法人等」の各欄には、申請に係る法人が適格分

割等に係る分割承継法人等（分割承継法人又は被現物出資法人をいいます。）である場合にあ

っては当該適格分割等に係る分割法人等（分割法人又は現物出資法人をいいます。）の名称及

び納税地並びに代表者の氏名を、当該法人が適格分割等に係る分割法人等である場合にあっ

ては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載して

ください。 

(2) ｢適格分割等の日」欄には、適格分割等を行った日を記載してください。 

(3) ｢採用しようとする貸倒実績率の計算方法」欄には、採用しようとする適格分割等により分

割承継法人等に移転する事業に係る貸倒実績率を考慮した計算方法の内容を記載してくださ

い。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(4) ｢貸倒実績率の計算の基礎となる金額の明細」欄には、採用しようとする適格分割等により

分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒実績率を考慮した計算方法による計算の基礎とな

る金額の明細を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(5) ｢貸倒実績率の特別な計算方法を採用しようとする理由」欄には、上記(3)及び(4)の方法を

採用しようとする理由を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(6) ｢税理士署名」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等

が署名してください。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してくださ

い。 
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